
自転車の交通違反に
青切符導入！
申・問 ��交通政策課（ 5 階）☎561-２３４３、561-２４８７

　　　交通反則通告制度とは
　違反者が反則金を納めれば刑事罰が科せられない制度です。
警察官から交付される交通反則告知書が青い紙であることから

「青切符」と呼ばれています。青切符が導入されても、交通違
反の指導取り締まりの基本的な考え方は変わりません。

　　　�青切符の対象となる� �
自転車の主な反則行為

1 携帯電話使用等（保持）� 反則金12,000円
2 遮断踏切立ち入り� 反則金  7,000円
3 車道の右側通行� 反則金  6,000円
4 信号無視（赤色等）� 反則金  6,000円
5 指定場所一時不停止� 反則金  5,000円
6 �イヤホンの使用（必要な音が� �
聞こえないなどの場合）� 反則金  5,000円

7 無灯火� 反則金  5,000円
8 自転車の並進� 反則金  3,000円
9 二人乗り� 反則金  3,000円
※�酒酔い・酒気帯び運転、妨害運転などの悪質性や危

険性が高い違反や、違反により交通事故を生じさせ
た場合などは、非反則行為（赤切符）として、従来通
り刑事罰の対象となります

　　　自転車運転者講習制度
　14歳以上の人が、携帯電話使用や車道の右側通行
などの交通違反で、過去 3 年以内に 2 回以上繰り返
して検挙されたり、交通事故を起こしたりしたとき
は「自転車運転者講習」を受講しなければなりませ
ん（指定された期間内に受講しないと罰金になります）。

　　　�ヘルメットを� �
着用しましょう

　自転車乗用中の死者の約半
分が頭部を負傷しています。ヘ
ルメットを着用していなかった
人の致死率は、ヘルメットを
着用していた人の約1.4倍です。
自分を守るため、自転車を運転
するときはヘルメットを着用
するよう努めましょう。

　　  �自転車安全安心利用�
指導員を派遣します

　市交通政策課では、市内の学校
や地域サロン、自治会などに自転車
安全安心利用指導員を派遣して、自
転車を安全に安心して利用してもら
うための出前講座を開催しています。
青切符をテーマに講座を�  
行うこともできますので、�  
ぜひ申し込んでください。

　　　�自転車� �
ルールブック

　青切符の詳細や自転車
の基本的な交通ルール、
警察の交通違反の指導 
取り締まりの基本的な考
え方については、警察庁
ホームページを�  
ご覧ください。

　　　運転免許の停止処分
　運転免許を持っている人が自転車で交通違反をし
た場合、運転免許の点数が付されることはありません。
しかし、自転車でひき逃げ事件や死亡事故などの重
大な交通事故を起こした場合や、酒酔い・酒気帯び
運転をはじめとする、特に悪質で危険な違反を犯し
た場合は、運転免許の停止処分が行われることがあ
ります。

　自転車の交通事故を減らすため、4月
1 日㈬から、16歳以上の人が自転車乗用
中に行った一時不停止や右側通行、なが
らスマホなどの一定の交通違反に対して
「交通反則通告制度」（青切符）� �
が適用されます。

交通安全シニアカレッジ受講生
体験や反射材実験など参加型の講座が多く、楽しく学べます。

�５ ～11月〔全 ６ 回〕
所 市役所、滋賀県警察本部（大津市）他
対 市内在住で60歳以上の人

募集

定 20人程度〔先着順〕
他 市役所から会場までの送迎があります
申 ３ 月 ２ 日㈪～ ４ 月30日㈭に担当課へ

お知らせお知らせ

�日時・期間　所 �場所　対 �対象　定 �定員　￥ �費用（記載がない場合無料）他 �その他　申 �申し込み・応募方法　問 �問い合わせ先
〒 市役所への郵送は、〒525-8588 草津市役所〔課名など〕　☎・ �市外局番は「077」

問 人権センター
　（大路二、キラリエ草津 3階）
　☎563-1177、563-7070

すべての人を大切にするまちに
災害時、誰もが「安心」できる避難所へ
～もしものときの、私たちの人権感覚～
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2015年 9 月に国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」を理念とする、国際社会共通の目標です。
先進国と途上国が一丸となって、目標の達成をめざします。市でも第 6 次総合計画で、SDGｓの視点を踏ま
えたまちづくりを進め、広報くさつでは、該当する記事にアイコンを表示します。

物価高騰対応くらし応援給付金に関する「支給のお知らせ」や「確認書」を�  
対象世帯に送付しましたのでご確認ください
　国の経済対策で拡充された「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市民の皆さんの
食料品などの物価高騰による負担を軽減するため、全市民 １ 人当たり8,000円を支給します。詳しくは、
送付した案内通知か、市ホームページをご覧ください。
対 �基準日（令和 ８ 年 １ 月 １ 日）において、市の住民基本台帳に登録されている人
⃝給付金の支給手続き   ２ 月２０日から、対象となる各世帯の世帯主宛てに、通知を送付しています。�  
　①�支給対象となる世帯主のうち、受取口座の登録がある人には「支給のお知らせ」を送付しています。原則、申請不要です。 

※�受取口座を変更する場合や受取辞退する場合は、３ 月10日㈫ 16：45までに、下記コールセンターに電話か、
オンラインで申請してください

　②�支給対象となる世帯主のうち、受取口座の登録がない人には「確認書」を送付しています。受給する場合は 
6 月 1 日㈪ 16：45までに申請が必要です。※オンライン申請か直接、郵送で申請してください

⃝支給予定日   ３ 月末頃から順次
問 �◦�物価高騰対応くらし応援給付金コールセンター ☎561‐2422　◦�物価高騰対応重点支援室（ 1階） ☎561‐2420、561‐2480
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